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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

 対象鳥獣 ツキノワグマ、ハシブトガラス・ハシボソガ

ラス（以下、カラス類）、カモ類、ノウサギ、

ニホンジカ、イノシシ、ニホンザル 

 計画期間 令和８年度～令和１０年度 

 対象地域 秋田県 鹿角市 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（令和７年度） 

鳥獣の種類 被害の現状 

品 目 被害数値 

被害面積 

（ha） 

被害金額 

（千円） 

ツキノワグマ 
スイートコーン 

家畜飼料 果樹 他 
３．５０ 

１２，２８２ 

※ツキノワグマの樹体被害を含む 

カラス類 果樹ほか － － 

カモ類 水稲 － － 

ノウサギ 果樹 他 － － 

ニホンジカ リンゴ － － 

イノシシ 水稲 他 ０．０９ １２９ 

ニホンザル ブドウ － － 

 計 ３．５９ １２，４１１ 

 

（２）被害の傾向 

（ツキノワグマ） 

 農作物はリンゴや桃を中心に被害が発生している。また、５月から６月

にかけては山菜採り時に、夏から秋にかけては農作業時に人身被害が発生

している。例年、複数の人身事故が人の日常生活圏で発生している。市街

地内部に出没の範囲が広がり、時期により日常的に出没が見られる状況で

ある。特に市街地内部に点在する、ソバ畑、果樹園地が、誘引物となって

いる。また、山林との境界付近にあるソバ、大豆などの畑に複数のクマが

誘引されており、食害を受けている。 

 ブナ、ナラ類の豊凶に連動して、秋、特に１０月及び１１月の出没が増

減しており、出没の増大に応じて食害、人身被害の件数も増加する傾向に

ある。 

（カラス類） 

 年によって、５月の水稲の播種期及び８月以降の果樹等に被害が発生し

ている。  



（カモ類） 

 ５月の播種期に被害が発生している。 

（ノウサギ） 

 広範囲に渡って積雪期の果樹の苗木等に被害が発生している。 

（ニホンジカ、イノシシ） 

 シカ、イノシシいずれも複数頭の群れが目撃されている。一部地域でイ

ノシシによる掘り返し被害が発生しており今後農作物や林業の被害が発生

することが懸念される。 

（ニホンザル） 

 単体のニホンザル（ハナレザル）が目撃されている。今後被害の発生が

懸念される。 

 

（３）被害の軽減目標 

（ツキノワグマ） 

指標 現状値（令和７年度） 目標値（令和１０年度） 

被害面積（ha） ３．５０ ３．１５ 

被害金額（千円） １２，２８２ １１,０５３ 

 

（カラス類） 

指標 現状値（令和７年度） 目標値（令和１０年度） 

被害面積（ha） ０ ０ 

被害金額（千円） ０ ０ 

 

（カモ類） 

指標 現状値（令和７年度） 目標値（令和１０年度） 

被害面積（ha） ０ ０ 

被害金額（千円） ０ ０ 

 

（ノウサギ） 

指標 現状値（令和７年度） 目標値（令和１０年度） 

被害面積（ha） ０ ０ 

被害金額（千円） ０ ０ 

 

（ニホンジカ、イノシシ） 

指標 現状値（令和７年度） 目標値（令和１０年度） 

被害面積（ha） ０．０９ ０．０８ 

被害金額（千円） １２９ １１６ 

 



（ニホンザル） 

指標 現状値（令和７年度） 目標値（令和１０年度） 

被害面積（ha） ０ ０ 

被害金額（千円） ０ ０ 

※目標値は現状値の９０％ 

 

（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕 獲 等

に 関 す

る取組 

 

 

（ツキノワグマ） 

 猟友会に有害鳥獣捕獲業務

を委託し、秋田県第二種特定鳥

獣管理計画（第６次ツキノワグ

マ）に基づき、個体数調査及び

春季の管理捕獲を行い、農林水

産業被害発生時及び人家周辺

等での人身被害が想定された

場合は鳥獣保護法に基づく有

害鳥獣捕獲を実施している。 

 捕獲方法は、箱わな及び銃器

による共同捕獲を実施してい

る。 

（カラス類、カモ類、ノウサギ） 

 捕獲方法は、装薬銃による共

同捕獲を実施している。 

（ニホンジカ、イノシシ、ニホ

ンザル） 

 追い払いを中心に行い定着

を阻害するよう監視している。

捕獲技術の普及を進めている。 

猟友会員の減少及び高齢化が進

んできており、後継者の確保が喫緊

の課題となっている。 

（ツキノワグマ） 

 箱わなは、現在４３基あり、市内

を４班体制で管理しているが、捕獲

者が高齢化してきており、担い手の

育成が課題となっている。山菜採

り、農作業時の人身事故が相次ぎ、

事故の予防が課題となっている。 

市街地においては有害捕獲が実

施できないため、「緊急銃猟ガイド

ライン」及び「ツキノワグマ等市街

地等出没対応マニュアル」に沿った

スムーズな対応をするため、今後も

関係団体との継続した訓練実施が

必要である。 

（カラス類、カモ類、ノウサギ） 

追払いを行っても別の場所に出

没するため、効果的な対策を模索す

る必要がある。 

（ニホンジカ、ニホンザル） 

 狩猟者の捕獲に関する知識と経

験が不足している。 

（イノシシ） 

狩猟者の捕獲に関する知識と経

験が不足している。市街地において

は有害鳥獣捕獲が実施できないこ

とから、「緊急銃猟ガイドライン」

及び「ツキノワグマ等市街地等出没

対応マニュアル」に沿ったスムーズ

な対応をするため、今後も関係団体



との継続した訓練実施が必要であ

る。 

防 護 柵

の 設 置

等 に 関

す る 取

組 

（ツキノワグマ、カラス類、カ

モ類、ノウサギ、ニホンジカ、

イノシシ、ニホンザル） 

 平成２３年度から、農作物被

害を防止するため、防護柵・電

気柵等の設置費用に対して、補

助率３分の１、電気柵は２万円

を下限として助成している。 

<R7 実績>鳥獣被害対策事業 

・電気柵 41 件 爆音機 2 件 

補助総額 1,784,000 円 

 

（ツキノワグマ、カラス類、カモ類、

ノウサギ、ニホンジカ、イノシシ、

ニホンザル） 

 防護柵等の設置は効果的だが、そ

れ以外の対策も進める必要がある。

追払いは効果が薄れていく場合も

あるので、継続的に効果がある対策

が求められている。 

 ツキノワグマの出没が多い地域

においては、居住区域周辺の環境整

備等の実施体制の構築が課題とな

っている。 

生 息 環

境 管 理

そ の 他

の取組 

地域からの申し出による緩

衝帯の設置を行うほか、放任果

樹の除去や青果物残さの地中

埋設等の呼びかけをメール配

信で行っている。 

鳥獣の習性、被害防止技術等

に関する知識の普及等につい

ては、希望自治会等に対して鹿

角市「どこさデモ出前講座」や

秋田県生活環境部自然保護課

から講師を招き対応している。 

緩衝帯整備は多数の出没箇所を

網羅することは難しい。 

また、情報の周知が難しいこと

と、興味を持った一部の住民しか鳥

獣の習性や被害防止技術等の習得

ができないことが課題となってい

る。 

 

（５）今後の取組方針 

（ツキノワグマ、カラス類、カモ類、ノウサギ、ニホンジカ、イノシシ、ニ

ホンザル） 

 被害防止計画は、有害鳥獣捕獲の取組を基本に、秋田県第 13 次鳥獣保護

管理事業計画と第二種特定鳥獣管理計画との整合性を図りながら出没の未

然防止に向けて、生息頭数の適正化に向けた管理捕獲を実施する。人の生

活範囲では、電気柵等の設置や伐採による誘引物の除去や、隠れ場所や通

り道をなくすための刈払い等を行うことにより、出没及び被害の低減を図

る。 

これまで有害鳥獣捕獲許可を受け、実施隊の協力を得て防止対策を講じ

てきたが、今後も実施隊の協力のもと、被害防止活動を実施する。住民に対

して、食品や作物の廃棄物、放置農作物等により、対象鳥獣をおびき寄せる

ことのないよう、管理又は除去について周知徹底を図る。目撃情報があっ

たときは、関係機関と連携を取りながら被害防止策を講じる。 



 市街地においてツキノワグマが出没した際には、警戒区域の設定により

人と獣の分離を図り住民の安全を確保する。関係機関においては迅速に対

応できるよう、体制及び連絡網を事前に整備し、対応方法を日頃より申し

合わせておくとともに、有事に、住民が身を守るための行動を即座にとれ

るよう対応方法を住民に周知、教育の徹底を図る。 

 

 被害防止対策 

・被害、出没がある集落近隣や管理強化ゾーンでの管理捕獲 

・出没箇所へ注意看板設置等の広報活動を実施する。 

・銃猟免許、わな猟免許新規取得者への支援を行う。 

・被害予防対策の周知を図り、ツキノワグマに侵入されにくい環境整備等

を進める。 

・ツキノワグマの通り道が通学路等、人の活動域の深くまで入り込んでい

るときは、監視カメラ等でツキノワグマの行動を把握し、侵入対策に活用

する。 

・爆竹、ロケット花火等での追い上げを実施する。 

・農協職員及び農家等から被害状況を聴取し、鳥獣の種類や出没時期、被

害内容について把握し、被害防止対策に活用する。 

・電気柵等設置費用に対する補助を継続するほか、電気柵の貸し出し又は

直営で設置することにより被害防止を図る。 

・地権者等の合意形成を図り、樹木等の誘引物の除去や藪の刈払いを実施

する。または、実施に向けて関係機関と調整を行う。 

・市街地にツキノワグマ等が出没した際の対応策について周知を図る。 

 

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

・農家等から被害の報告があった場合、鹿角市鳥獣被害防止対策協議会は、

鹿角市鳥獣被害対策実施隊を派遣して被害状況を確認するとともに、被害

防止対策についての助言のほか、巡回等の実施、追い払い、捕獲等の活動を

行う。 

・市は、狩猟免許を所持する鳥獣被害対策実施隊員を対象鳥獣捕獲員とし

て、任命または指名する。 

・緊急銃猟の実施に備え、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す

る法律施行令で定める要件に該当する射手の確保に努める。 

・捕獲体制の強化のため、農地林務課に鳥獣管理員を配置する。 

・捕獲活動実施の際は、被害状況等の情報を収集し効果的活動を行えるよ

う努める。 

・ツキノワグマ等が出没した際は、速やかに出動できるよう連絡網の整備

に努める。 

・ツキノワグマ等の大型獣の捕獲の際は、散弾銃で仕留められない距離で



は、ライフル銃及び特定ライフル銃が必要な場合があるため、ライフル銃

所持許可者の確保に努める。 

・実施隊用務に限定して特例的に所持許可を得たライフル銃及び特定ライ

フル銃については、有害捕獲での使用に限るものとし、適切な使用、保管、

管理がなされるよう努め、技能講習の受講等、技術向上に努める。 

・捕獲活動を円滑に行い、実施隊用務の補佐とするため、自治会等の内部

で被害防止の中核となる人材を育成する。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和８年度 

～ 

令和１０年度 

ツキノワグマ 

カラス類 

カモ類 

ノウサギ 

ニホンジカ 

イノシシ 

ニホンザル 

・新規狩猟免許取得者の確保・育成を図

る。 

・箱わな（檻）の増設・更新 

・農地周辺での計画的管理捕獲 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

（ツキノワグマ） 

 捕獲数は出没状況により増減するが、人里への出没回数は年々増加し、

人的被害も発生し、予断を許さない状況となっていることから、捕獲計画

見込み数は秋田県第二種特定鳥獣管理計画（第６次ツキノワグマ）に基づ

く必要最小限の頭数とし、計画的に捕獲を実施する。 

 管理捕獲を計画する際は、被害防止のために必要な捕獲頭数とする 

（カラス類） 

 現地を調査し、安全かつ効果的な方法により必要最小限の捕獲を行う。 

（カモ類） 

 現地を調査し、安全かつ効果的な方法により必要最小限の捕獲を行う。 

（ノウサギ） 

 現地を調査し、安全かつ効果的な方法により必要最小限の捕獲を行う。 

（ニホンジカ、イノシシ） 

捕獲計画見込み数は秋田県第二種特定鳥獣管理計画に基づき可能な限り

の捕獲を行う。 

詳細な調査と強力な捕獲圧により、農林業や生態系等への被害がない状

態を維持していく。 



（ニホンザル） 

 現地を調査し、安全かつ効果的な方法により必要最小限の捕獲を行う。 

 

対象鳥獣 

 

捕獲計画数等 

８年度 ９年度 １０年度 

ツキノワグマ 個体数管理に基づく必要頭数 

カラス類 ４０羽 ４０羽 ４０羽 

カモ類 ４０羽 ４０羽 ４０羽 

ノウサギ １０羽 １０羽 １０羽 

ニホンジカ 

イノシシ 

ニホンザル 

今後の出没状況に応じ、可能な限り捕獲する 

 

 捕獲等の取組内容 

（ツキノワグマ） 

 秋田県第二種特定鳥獣管理計画（第６次ツキノワグマ）に基づき、個体

数調査及び必要に応じて管理捕獲を行う。 

 被害状況や目撃情報に応じて実施隊が追上げ、追払い活動を行う。また

、農地等において被害が集中する農作物の収穫時期前を中心に、出没箇所

の状況により、被害が発生するおそれのある場合には、有害鳥獣捕獲許可

に基づく箱わな及び銃器による捕獲を行う。 

 農林水産業被害低減に向け、農地周辺で管理捕獲を行うこととし、被害

低減に効果的な範囲と頭数を示した捕獲計画を定め、計画に基づき捕獲を

行う。 

 人の生活圏での出没、被害抑制のため、出没の抑制に効果的な範囲を示

した管理捕獲の実施計画を定め、計画に基づき捕獲を行う。 

（カラス類、カモ類） 

 実施隊が追上げ及び追払い活動を行う。 

 また、農地等において通年で有害鳥獣捕獲許可に基づく銃器による捕獲

を行う。 

（ノウサギ） 

 実施隊が追上げ及び追払い活動を行う。 

 また、樹園地等において被害が集中する３月の積雪期を中心に、有害鳥

獣捕獲許可に基づく銃器による捕獲を行う。 



（ニホンジカ、イノシシ） 

 秋田県第二種特定鳥獣管理計画に基づき、個体数調査及び必要に応じて

実施隊が追上げ及び追払い活動を行う。 

 また、農地等において通年で有害鳥獣捕獲許可に基づく銃器等による捕

獲を行う。 

 特に、メスに対して優先的に高い捕獲圧をかける。 

（ニホンザル） 

 実施隊が追上げ、追払い活動を行う。 

 また、農地等において通年で有害鳥獣捕獲許可に基づく銃器による捕獲

を行う。 

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

ツキノワグマ、イノシシ、ニホンジカなどの大型獣を、散弾銃で仕留めら

れない距離での捕獲の際にライフル銃及び特定ライフル銃が必要となる。ラ

イフル銃及び特定ライフル銃の使用に当たっては、散弾銃と同様に安土（あ

づち：バックストップともいう）の確認を徹底するとともに、使用者に対し

実技訓練等を実施し、安全を確保する。 

大型獣は時期を問わず市内全域に出没していることから、捕獲は、通年で

市内全域で行うものとする。 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

鹿角市 

ツキノワグマについては、人への被害を防止する目的で捕

獲を行う場合に限り、平成３０年度から有害鳥獣捕獲許可権

限が移譲されている。 

 

  



４．防護柵の設置等に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 

 

整備内容 

８年度 ９年度 １０年度 

ツキノワグマ なし 同左 同左 

カラス類 なし 同左 同左 

カモ類 なし 同左 同左 

ノウサギ なし 同左 同左 

ニホンジカ 

イノシシ 
なし 同左 同左 

ニホンザル なし 同左 同左 

 

（２）侵入防止柵の管理等に関する取組 

対象鳥獣 

 

取組内容 

８年度 ９年度 １０年度 

ツキノワグマ なし 同左 同左 

カラス類 なし 同左 同左 

カモ類 なし 同左 同左 

ノウサギ なし 同左 同左 

ニホンジカ 

イノシシ 
なし 同左 同左 

ニホンザル なし 同左 同左 

 

５．生息環境管理その他被害防止施策に関する事項 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和８年度 

～ 

令和１０年

度 

ツキノワグマ 

カラス類 

カモ類 

ノウサギ 

ニホンジカ 

イノシシ 

ニホンザル 

・防災メールにより目撃情報の配信 

・出没箇所の見廻り、追払い活動の実施 

・生ゴミや不出来な野菜等を放置しないよう

広報するなどの予防活動 

・電気柵等設置及び費用の助成、 

・誘引樹木の伐採及びやぶの刈払い及び伐採

等に向けた条件整備 

・遊休耕作地を出さないような環境づくり 

・普及啓発活動の中核となる人材の育成 
 

  



６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる

おそれがある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

鹿
角
市
役
所 

農地林務課 

 協議会事務局としての連絡・調整を図り、被害防
止・捕獲等の実施主体となる。 
 緊急銃猟の実施の判断を行う。 
 鳥獣管理員による鳥獣捕獲を行う。 

総務課危機管理室 
 危機発生時において市役所内の連絡、対応体制を
統括する。 

教育委員会 

児童生徒の登下校における被害が想定される場合
、関係機関からの情報に基づき、適正な措置を市内
小中学校へ指示する。 
 社会教育施設及びスポーツ施設付近において被害
が想定される場合、関係機関からの情報に基づき、
利用者に危険が及ばないよう適正な措置をとる。 

福祉保健センター 

児童福祉施設及び老人福祉施設、障害者支援施設
付近において被害が想定される場合、関係機関から
の情報に基づき、利用者に危険が及ばないよう適正
な措置をとる。 

生活環境課 

市民センター付近において被害が想定される場合
、関係機関からの情報に基づき、利用者に危険が及
ばないよう適正な措置をとる。 
被害が想定される区域内の自治会等に、事故を防

ぐための適正な措置を指示する。 

鹿角市猟友会 
 銃器等を用いた捕獲に直接関わる立場から、捕獲
活動や対策への助言・指導を行うとともに、安全講
習会の開催等により安全管理に努める。 

鹿角市鳥獣被害対策 
実施隊 

 実践的な活動を担う立場から、被害防止策の適切
な実施を行う。 

鹿角警察署 
住民生活の安全を守る立場から、銃器等の使用に

関する指導・監督を行う。 

鹿角広域行政組合 
消防本部 

人身被害等に関する情報提供及び被害者の救命・
救助等を行う。 

かづの農業協同組合 
 農業者の組織団体としての立場から、鳥獣被害の
状況を把握し、農業者に対し鳥獣対策への指導を行
う。 

鹿角果樹協会 
 農業者団体としての立場から、鳥獣被害の状況を
把握し果樹農家に対し鳥獣対策への指導を行う。 

秋田県農業共済組合 
農業被害の補償を行う組織団体としての立場から

、鳥獣被害の状況を把握し、加入者に対し鳥獣対策
への指導を行う。 

鹿角森林組合 森林を管理する立場から、指導・助言を行う。 



米代東部森林管理署  森林を管理する立場から、指導・助言を行う。 

秋
田
県 

鹿角地域振興局 
農林部 

 有害鳥獣捕獲許可、被害防止対策に関する、指導
・助言を行う。 

生活環境部 
自然保護課 

死亡事故等重大事故発生の際には野生鳥獣の生態
等に関する専門的立場から、対応策についての指導
・助言を行う。 

 

（２）緊急時の連絡体制 

別紙のとおり 
 

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

 捕獲物の処理は申請の際に明らかにし、山野に放置することなく、適正

に処理するものとする。（焼却、埋設、消費、利用、加工、販売等） 

 

８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有 

効な利用に関する事項 

（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法 

食品 

衛生基準を満たす処理施設がなく、対象鳥獣の捕獲

頭数が少ない現段階では、費用対効果の観点から、流

通・販売等は困難である。 

ペットフード 同上 

皮革 同上 

その他 

（油脂、骨製品、角 

製品、動物園等で 

のと体給餌、学術 

研究等） 

同上 

 

 

（２）処理加工施設の取組 

取り組みなし 

 

（３）捕獲等をした対象鳥獣の有効利用のための人材育成の取組 

取り組みなし 
 

  



９．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会に関する事項 

協議会の名称 鹿角市鳥獣被害防止対策協議会 

構成機関の名称 役割 

鹿角市 

 被害防止対策、有害鳥獣捕獲、緊急銃猟等の

実施主体であるとともに、協議会の事務局とな

り、各組織・施設等との連携・調整を図る。 

鹿角市猟友会 

銃器等を用いた捕獲活動等に直接関わる立

場から、鳥獣捕獲・個体数調査等の従事者とし

て提言・助言を行う。 

鹿角市鳥獣被害対策実施隊 
実践的な活動を担う立場から、被害防止策の

適切な実施を行う。 

鹿角市鳥獣被害対策推進員 
自らの範囲内での見回り、連絡調整などを行

う。 

鹿角警察署 

 目撃情報、人身被害等に関する情報提供及び

銃器や火薬の使用に関する指導・監督、鳥獣害

対策への提言・助言を行う。 

鹿角広域行政組合消防本部 
人身被害等に関する情報提供及び被害者の

救命・救助等を行う。 

米代東部森林管理署  森林を管理する立場から、提言・助言を行う。 

秋田県鹿角地域振興局農林部 
 有害鳥獣捕獲許可、被害防止対策に関する、

指導・助言を行う。 

かづの農業協同組合 
 農業者の組織団体としての立場から、鳥獣対

策への提言・助言を行う。 

鹿角果樹協会 
 農業者団体としての立場から、鳥獣対策への

提言・助言を行う。 

秋田県農業共済組合 

農業被害の補償を行う組織団体としての立場

から、鳥獣被害の状況を把握し、加入者に対し

鳥獣対策への指導を行う。 

鹿角森林組合 森林を管理する立場から、提言・助言を行う。 
 

  



（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

秋田県生活環境部自然保護課 人里等での被害防除対策の実施について、

野生鳥獣の生態等に関する専門的立場から指

導、助言を行う。 
 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

平成３０年３月に実施隊を設置した。隊員は、市職員及び猟友会の会員

で構成し、このうち、狩猟免許所持者で適正な捕獲技能を有している隊員

を対象鳥獣捕獲員として任命している。 

隊員のうち要件を満たす者は、市から指示を受けたときは、緊急銃猟の

射手として銃猟を行うものとする。 

実施体制については、別紙のとおり。 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

 計画が現況に適さないと判断されたときは、関係機関と協議し、計画の

見直しを行い効果的な被害防止に努める。 

 市街地等におけるツキノワグマ及びイノシシの出没対応については、体

制、役割分担、関係機関ごとの事務分掌、対応方法について別途マニュアル

に定める。 

 重大な人身事故が発生したときは、関係機関と連携し情報共有に努め、

速やかに対応する。秋田県ツキノワグマ被害防止連絡会議等設置要綱によ

り、ツキノワグマ被害緊急対策会議が設置されたときはその指示に従う。 

 鹿角市役所内に鳥獣管理員を配置し、関係機関と連携して鳥獣捕獲およ

び被害対策等を行う。 

 

10．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

 被害防止対策の実施にあたり、隣接する市町村や関係機関との情報交換

を行いながら、生息状況の把握に努める。 

 

 



 

（別紙）緊急時の連絡体制 
発見者（通報者） 

鹿角警察署 

鹿角地域振興局 

（農林部森づくり推進課） 

通報 

通報 

鳥獣捕獲許可 

（緊急性により口頭による許可） 

鳥獣捕獲許可申請 

（緊急性により口頭による許可申請） 

鹿角市民 

熊等出没情報 

（鹿角市メール配信サービスにより配信） 

注意看板設置 

広報車による呼びかけ 

鳥獣保護巡視員 

鹿角市鳥獣被害対策実施隊 

（鹿角市猟友会・鹿角市農地林務課 

関係者のうち捕獲に従事する者） 

連絡 

鹿角市鳥獣被害防止対策

協議会 

（事務局： 

鹿角市産業部農地林務課） 

 

 

 

鹿角市猟友会 

（花輪・十和田・大湯錦木・八幡平） 

市内４支部 

かづの農業協同組合 

鹿角果樹協会 

秋田県農業共済組合 

連絡・許可後 

の出動要請 

米代東部森林管理署 

鹿角森林組合 

消防本部 

農業者 

作業員 

連絡 連絡 

連絡 

自然保護課 

注１ 

注１ ツキノワグマの口頭許可に関しては、権限移譲に

より、鹿角地域振興局への申請、許可をへず、鹿角市の

判断で実施を決定し、関係者に連絡する。 

連絡 

鹿角市長として申請し許可を

受け、鹿角市鳥獣被害防止対策

協議会として、実施隊等関係者

に対応を要請する。 

対象鳥獣捕獲員 

従事者証の 

交付 


